
 

(1)和田山婦人・若者等活動促進施設（糸井市民会館） 
 

改 正 前 改 正 後 

 

 

 規定なし 

 

 

 

 

区分 

午前（９

時～12

時） 

午後（13

時～17

時） 

夜間（18

時～22

時） 

昼夜間

（９時～

22時） 

延長利用

をした場

合の１時

間当たり

の使用料 

大会議

室 

1,000円 1,200円 1,400円 2,500円 300円 

調理室 1,500円 1,800円 2,300円 3,400円 500円 

その他

の室 

500円 600円 700円 1,200円 200円 

備考 

１  冷暖房設備を加えて利用する場合は、100分の

120に相当する額とする。 

２  「延長利用」とは、午前及び午後の前後１時間

の範囲並びに夜間の前１時間の範囲及び夜間の22

時以後に延長して利用することをいう。 

３ 延長利用時の使用料は、表中「延長利用をした

場合の１時間当たりの使用料」に掲げるとおりと

する。ただし、延長した時間が30分以上60分未満

の場合は１時間の延長利用とみなし、延長した時

間が30分未満の場合はそれを切り捨て、延長利用

とはみなさない。 

お問い合わせ先：生涯学習課 079-672-0188 


